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平成３１年第１回 

海老名市農業委員会定例総会議事録 

                 日  時    平成３１年１月２５日

                           １３時３０分～１５時００分 

                 会  場    海老名市役所３階政策審議室 
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平成３１年第１回海老名市農業委員会定例総会 

平成３１年１月２５日「平成３１年第１回海老名市農業委員会定例総会」を海老名市

議会全員協議会室に招集した。招集委員は１４名、応召委員は１４名で次のとおりである。 

 1番 鈴木 守    2番 加藤 晃    3番 清水 澄雄    4番 瀬戸 正己 

 5番 小島 冨士男  6番 平井 敬     7番 加藤 忠晴  8番 竹内 章人

 9番 尾上 富夫    10番 井出 彰     11番 木島 稔  12番 森 征男 

13番 齋藤 孝一    14番 大矢 美知子 

 また、出席した農地利用最適化推進委員は６名で次のとおりである。

15番 中山 勇    16番 塩脇 勉      17番 新戸 和夫  18番 守屋 福夫 

19番 宮台 孝治   20番 細川 英治 

事務局の出席は次のとおりである。

事務局長 植松 正、  主査 加藤 謙次、 主事 柴田 康平 

会議事項は次のとおりである。 

 日程第１ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

 日程第２ 議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について 

 日程第３ 議案第３号 相続税の納税猶予に関する適格者証明について 

 日程第４ 議案第４号 引き続き農業を行っている旨の証明について 

日程第５ 議案第５号 農用地利用集積計画（案）について 

日程第６ 議案第６号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

審議事項は次のとおりである。 

⑴  非農地証明書の証明願いによる専決処分について 

⑵  農地の一時使用について（報告） 

⑶  生産緑地の斡旋について 

⑷ 農地転用届出による専決処分について 
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会長が開会を宣言した。（開会の時間：午後１時３０分） 

 ただいまの出席委員は、１４名でございます。また、農地利用最適化

推進委員の６名、全員出席をいただいております。定足数に達しており

ますので、会議は成立いたしました。 

 次に、農業委員会会議規則第１３条第２項の規定によりまして議事録

署名人を指名させていただきますが、ご異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしということでございますので、１１番委員と１２番委員を指名

させていただきます。 

 それでは、４．報告事項の３ページから５ページまでの（１）活動状

況について、（２）農地の異動状況について、（３）県許可の状況につい

て、事務局から説明をお願いいたします。 

【事務局長】  （先月の活動状況、農地の異動状況、県許可の状況を報告した。） 

【議  長】  報告事項が終了いたしました。ただいまの報告につきまして、ご質問等

がありましたらお願い申し上げます。ございませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  なければ、この程度にさせていただきたいと思います。 

 本日は傍聴希望者がございます。傍聴につきましては、農業委員会会

議規則第１４条では、委員会の会議は公開とすると規定されております

ので、この規定に基づき、傍聴の許可をしたいと思いますが、ご異議ご

ざいませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしでございますので、よって傍聴を許可します。 

 傍聴人を入室させてください。 

 それでは、会議を進めたいと思います。 

 これより５の付議事項に入ります。 

 議案書６ページ、日程第１、議案第１号 農地法第３条の規定による

許可申請についてを議題といたします。 

 受付番号１について、事務局から説明をお願いいたします。 

【主  査】  農地法第３条では、農地、または採草放牧地についての権利を移転、ま
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たは設定する場合には、原則として農業委員会の許可を受けなければな

らない旨を規定しています。これは、権利の設定、移転の機会を捉え

て、農地等が資産保有目的、投機目的等の対象として、農業者以外の者

によって取得されないようにするとともに、生産性の高い農業経営者に

よって効率的に利用されることにより、農業生産力の維持拡大を図るこ

とを趣旨としたものです。 

 受付番号１、申請地は、大谷南■■■■■■■、台帳地目、田、現況

地目、田、■■■平米、ほか３筆、議案書のとおりで、合計、■■■■

■平米です。譲受人は、上郷■■■■■■■、■■■■、譲渡人は、静

岡県静岡市葵区大岩本■■■■■■、■■■■、権利の種類は、所有権

の移転、目的は、経営規模拡大です。現地の案内図及び写真は、資料１

－１及び１－２にございます。 

 以上でございます。 

【議  長】  地区委員の意見をお伺いいたします。２番委員。 

【２番委員】  この件につきまして、譲受人の■■■■さんですが、現在の経営主は■

■■■さんということで、長男が自作地を含め、■■■■■■■平米を

やっておられます。この■■さんは２年ぐらい前から、かなり農地の買

い取りをしておりまして、経営規模を拡大されております。現況の農業

経営についても特に問題はないと思います。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  査】  ■■さんの農家世帯としての状況ですが、■■さんと■■さんとその妻

の■■さん、■■さんの子の■■さんの４人が農業従事者だそうです。

経営主は、■■さんです。農業への従事状況に関してですが、■■さん

の農業経験年数は７２年、農業従事日数は、年間２００日、子の■■さ

んの農業経験年数は４３年、農業従事日数は、年間２００日、■■さん

の妻の■■さんの農業経験年数は２１年、農業従事日数は、年間２００

日、■■さんの子の■■さんの農業経験年数は１０年、農業従事日数

は、年間２００日だそうです。■■さんの世帯の現在の農業経営面積

は、田が■■■■■■■平米、畑が■■■■■■■■平米、合計、■■

■■■■■■■■平米で、下限面積である３０アールを超えておりま
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す。機械は、トラクター１台、耕運機１台、田植機１台、コンバイン１

台などを所有しています。また、地域集落の取り決めに従い、支障の出

ないよう耕作を行う旨、申請書に記載があります。機械の面、労働力の

面、技術の面のどれから見ても、譲受人として問題ないと思われます。

そのほか、許可をすることができない場合が定められている農地法第３

条第２項各号に該当する項目はありません。この案件に関して、特に問

題ないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  現地調査班長の意見をお伺いいたします。20番委員。 

【20番委員】  申請地の状態について、いずれの田んぼもきれいに管理されていまし

た。特に問題はないと思われます。 

 以上です。 

【議  長】  質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、採決をさせていただきます。 

 受付番号１について、賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、承認とさせていただきます。 

 続きまして、受付番号２について、事務局から提案説明をお願いいた

します。 

【主  査】  受付番号２、申請地は、中野■■■■■■■■■、台帳地目、田、現況

地目、畑、■■■平米、ほか１筆、議案書のとおりで、合計、■■■平

米です。譲受人は、中野■■■■■■■■■、■■■■■、譲渡人は、

中野■■■■■■■■、■■■■、権利の種類は、所有権の移転、目的

は、経営規模拡大です。現地の案内図及び写真は、資料２にございま

す。 

 以上でございます。 

【議  長】  地区委員の意見をお伺いいたします。17番委員。 
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【17番委員】  ■■■■■さんは、家族５人で農家をやっていられますけれども、問題

はありません。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  査】  ■■さんの農家世帯としての状況ですが、■■■さんと父の■さん、母

の■■さんの３人が農業従事者だそうです。経営主は、■さんです。農

業への従事状況に関してですが、■■■さんの農業経験年数は６年、農

業従事日数は、年間３００日、父の■さんの農業経験年数は７０年、農

業従事日数は、年間３００日、母の■■さんの農業経験年数は７０年、

農業従事日数は、年間３００日だそうです。■■さんの世帯の現在の農

業経営面積は、田が■■■■■■■平米、畑が■■■■■■■■平米、

合計、■■■■■■■■■■平米で、下限面積である３０アールを超え

ております。機械は、トラクター２台、耕運機３台、田植機１台、コン

バイン１台、トラック１台などを所有しています。また、地域集落の取

り決めに従い、支障の出ないよう耕作を行う旨、申請書に記載がありま

す。機械の面、労働力の面、技術の面のどれから見ても、譲受人として

問題ないと思われます。そのほか、許可をすることができない場合が定

められている農地法第３条第２項各号に該当する項目はありません。こ

の案件に関して、特に問題ないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  現地調査班長の意見をお伺いいたします。20番委員。 

【20番委員】  申請地の状態は、作付されておりまして、畑としてきれいに管理されて

います。特に問題は認められません。 

 以上です。 

【議  長】  それでは、質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。いらっしゃいませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号２について、採決を

させていただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 
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          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、承認とさせていただきます。 

 続きまして、受付番号３について、事務局から提案説明をお願いいた

します。 

【主  査】  受付番号３、申請地は、大谷字■■■■■■■、台帳地目、田、現況地

目、田、■■■平米です。譲受人は、中新田■■■■■■■■■、■■

■■、譲渡人は、中新田■■■■■■■、■■■■、権利の種類は、所

有権の移転、目的は、経営規模拡大です。現地の案内図及び写真は、資

料３にございます。 

 以上でございます。 

【議  長】  地区委員の意見をお伺いいたします。６番委員。 

【６番委員】  本案件は、■■■■さんが経営規模拡大のため、■■■■さんから、

田、■■■平米を取得するものであります。■■■さんは、ご本人と奥

様及びお子さんである■■さんと■■さんの４人で農業従事しておりま

す。その状況は、ご本人は、従事日数、２５０日、経験年数、４０年、

■■さんは、従事日数、２５０日、経験年数、３６年、■■さんと■■

さんは、従事日数、５０日、経験年数、１０年であります。農業機械に

つきましては、トラクター１台、耕運機１台、田植機１台などでありま

す。耕作面積につきましては、自作地及び借入地合わせて■■■■■■

■平米であります。また、地域農業集落の取り決めに従い、支障の出な

いよう耕作を行う旨のお話がありましたので、問題はないと思います。 

 以上です。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  査】  ■■さんの農家世帯としての状況につきましては、ただいま６番委員か

らご説明があったとおりでございまして、特にそれ以外の補足はござい

ません。 

 以上でございます。 

【議  長】  現地調査班長の意見をお伺いいたします。20番委員。 

【20番委員】  申請地の状態は、田んぼとしてきれいに管理されております。特に問題

ないと思います。 
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 以上です。 

【議  長】  質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号３について、採決を

させていただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、承認とさせていただきます。 

 続きまして、議案書７ページ、受付番号４について、事務局から提案

説明をお願いいたします。 

【主  査】  受付番号４、申請地は、杉久保字■■■■■、台帳地目、田、現況地

目、田、■■■平米、ほか１筆、議案書のとおりで、合計、■■■■■

平米です。譲受人は、杉久保南■■■■■■■■、■■■■、譲渡人

は、杉久保南■■■■■■■■、■■■■、持分３分の２、杉久保南■

■■■■■■■、■■■■、持分３分の１、権利の種類は、所有権の移

転、目的は、世帯内贈与です。現地の案内図及び写真は、資料４にござ

います。 

 以上でございます。 

【議  長】  地区委員の意見をお伺いいたします。11番委員。 

【11番委員】  ■■■■さんは、大体３００日程度の作業ということで、昨年も水稲を

きれいに作付しておりました。問題ないと思います。 

 以上です。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  査】  ■■さんの農家世帯としての状況ですが、申請書によりますと、■■さ

んと、その母の■■さん、姉の■■■■さんの３人が農業従事者だそう

です。経営主は、■■さんです。農業への従事状況に関してですが、■

■さんの農業経験年数は４１年、農業従事日数は、年間２５０日、母の

■■さんの農業経験年数は７０年、農業従事日数は、年間１５０日、姉
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の■■■■さんの農業経験年数は２５年、農業従事日数は、年間８０日

だそうです。■■さんの世帯の現在の農業経営面積は、田が■■■■■

平米、畑が■■■■■■■■平米、合計、■■■■■■■■■■平米

で、下限面積である３０アールを超えております。機械は、トラクター

１台、田植機１台、コンバイン１台、軽トラック１台などを所有してい

ます。また、地域集落の取り決めに従い、支障の出ないよう耕作を行う

旨、申請書に記載があります。機械の面、労働力の面、技術の面のどれ

から見ても、譲受人として問題ないと思われます。そのほか、許可をす

ることができない場合が定められている農地法第３条第２項各号に該当

する項目はありません。この案件に関して、特に問題ないと思われま

す。 

 以上でございます。 

【議  長】  現地調査班長の意見をお伺いいたします。20番委員。 

【20番委員】  申請地の状態は、田んぼとしてきれいに管理されていました。特に問題

ないと思います。 

 以上です。 

【議  長】  それでは、質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号４について、採決を

させていただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、承認とさせていただきます。 

 続きまして、受付番号５について、事務局から提案説明をお願いいた

します。 

【主  査】  受付番号５、申請地は、中野■■■■■■■■、台帳地目、畑、現況地

目、畑、■■■平米です。譲受人は、中野■■■■■■■■■、■■■

■■、譲渡人は、中野■■■■■■■■、■■■■、権利の種類は、所
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有権の移転、目的は、経営規模拡大です。現地の案内図及び写真は、資

料５にございます。 

 以上でございます。 

【議  長】  地区委員の意見をお伺いいたします。17番委員。 

【17番委員】  ■■■■■さんは、■■■■さんの奥さんで、ともに農業を一緒にやっ

ておられますので、特に問題はありません。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  査】  ■■さんの農家世帯としての状況ですが、■■■さんと、その夫の■■

さん、長男の■■さんと、その妻の■■さん、次男の■■さんの５人が

農業従事者だそうです。経営主は、■■さんです。農業への従事状況に

関してですが、■■■さんの農業経験年数は４１年、農業従事日数は、

年間２００日、夫の■■さんの農業経験年数は５２年、農業従事日数

は、年間２５０日、長男の■■さんの農業経験年数は２０年、農業従事

日数は、年間２５０日、■■さんの妻の■■さんの農業経験年数は１５

年、農業従事日数は、年間２００日、次男の■■さんの農業経験年数は

８年、農業従事日数は、年間２５０日だそうです。■■さんの世帯の現

在の農業経営面積は、田が■■■■■■■■■■平米、畑が■■■■■

■■■平米、合計、■■■■■■■■■■平米で、下限面積である３０

アールを超えております。機械は、トラクター１台、耕運機１台、田植

機１台、コンバイン１台、トラック１台などを所有しています。また、

地域集落の取り決めに従い、支障の出ないよう耕作を行う旨、申請書に

記載があります。機械の面、労働力の面、技術の面のどれから見ても、

譲受人として問題ないと思われます。そのほか、許可をすることができ

ない場合が定められている農地法第３条第２項各号に該当する項目はあ

りません。この案件に関して、特に問題ないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  現地調査班長の意見をお伺いいたします。20番委員。 

【20番委員】  申請地の状態は、畑としてきれいに管理されていました。特に問題ない

と思います。 

 以上です。 
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【議  長】  それでは、質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号５について、採決を

させていただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書８ページ、日程第２、議案第２号 農地法第５条の規定

による許可申請についてを議題といたします。 

 受付番号１について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  査】  農地法第５条では、農地を転用する目的で権利を設定、移転する場合に

は、原則として県知事の許可を受けなければならない旨、規定されてい

ます。これは、優良な農地を確保して農業生産力を維持し、農業経営の

安定を図ることを趣旨としたものです。 

 受付番号１、申請地は、杉久保北■■■■■■■■■、登記簿地目、

畑、■■■平米です。現況は、市街化調整区域の畑です。転用者は、藤

沢市亀井野■■■■■■、■■■■■■■■■■■■■■、代表取締役

■■■■■■■■■■■■■■■■■、譲渡人は、横浜市栄区鍛冶ヶ谷

■■■■■■■、■■■■、転用の目的は、車両置き場、権利の種類

は、所有権の移転です。現地の案内図は、資料６－１をご覧ください。

資料は、案内図のほかに、現地の写真、土地利用計画図、横断図、縦断

図をお配りしております。 

 以上でございます。 

【議  長】  地区委員の意見をお伺いいたします。11番委員。 

【11番委員】  これは中古車を置くということで説明がありました。周りは農地もな

く、転用しても差し支えないかと思われます。 

 以上です。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 
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【主  査】  中古車販売業を営む株式会社■■■■■■■■■■が買いつけた中古車

の一時保管場所を確保するため、農地転用したいという申請です。理由

書及び聞き取りした内容によりますと、■■■■■■■■■■の現在の

車両置き場は、会社の所在地にしかなく、事業拡大のため、藤沢市の近

隣で、取引先の多くが存在する神奈川県内、かつ、東名高速道路を利用

しやすい場所という条件で候補地を検討したそうです。今回、申請地及

びその東側の土地が以上の条件に合致し、土地所有者と合意が得られた

ため、申請に至ったとのことです。なお、申請地の東側の土地は、地目

は山林であり、既に■■■■■■■■■■の従業員が土地を取得してお

ります。また、従業員と■■■■■■■■■■の間で使用貸借契約を取

り交わしていることを確認しており、申請地とあわせて■■■■■■■

■■■の車両置き場として使用することに支障はないものと考えられま

す。 

 次に、■■■■■■■■■■の代表者が外国人となっておりますが、

申請人から代表者の在留カード及び古物商免許の写しの提出があり、代

表者は永住資格があり、就労制限がないこと、中古車を取り扱えること

を確認いたしました。また、今まで海老名市では外国人からの申請は例

がなかったことから、申請人が外国人の場合、必要な書類につきまし

て、許可権者である神奈川県に問い合わせをいたしました。その結果、

申請人が個人の場合には在留カードの確認や、中古車販売業の場合には

古物商免許の確認等が考えられるが、今回の申請人は法人であり、法人

設立の際にこれらの要件は確認していることから、農地法の審査におい

ては確認不要とのことでした。 

 以上から、今回の申請では、在留カードや古物商免許の写しの提出は

必要ありませんでしたが、申請人のほうから自主的に提出がありました

ので、ご報告いたします。 

 次に、資料６－１をご覧ください。農地の立地基準は、第３種農地で

す。これは、市街化区域から住宅の用もしくは事業の用に供する施設が

連たんしていることから判断できます。第３種農地は、農地転用が原則

許可となる立地区分です。なお、案内図に網かけで示しました申請地の



13

右側が、先ほど申し上げました東側の山林でございまして、この土地は

県道４０６号吉岡海老名線に接しております。 

 続いて、資料６－２の土地利用計画図をご覧ください。申請地と、そ

の東側の山林を含めた全体の計画図になります。図は、上が北となって

おります。申請地全体を整地、転圧して、砂利で舗装し、周囲をコンク

リートブロックで囲って、普通車のみなら１４台分、大型車を置く場合

は大型車３台と普通車６台分の車両置き場を整備します。北側、西側が

事業用地、南側が道路、東側が県道４０６号吉岡海老名線に隣接してお

り、出入りはこの県道から行います。周囲は、出入り口部分の８メート

ルを除いてコンクリートブロックを１段設置して土留めとし、土留めの

頭は１０センチほど出るという計画がされております。また、雨水につ

きましては、申請地を砂利敷きとすることによって、敷地内浸透処理を

する計画です。 

 次に、資料６－３をご覧ください。左側の横断図が申請地を東西に、

右側の縦断図が申請地を南北に切った図面となります。隣地の境界部分

に出入り口を除いてブロックが設置され、高さが１０センチであること

がご確認いただけると思います。これらによって土砂の流出、崩壊が防

がれる計画となっております。 

 なお、計画では、ブロックの上下にフェンスを設置したり、出入り口

部分に門扉を設置したりする予定はありませんが、申請人によると、現

在の事務所にもフェンスや門扉は設置されておらず、そこまでの設備が

必要とは考えていないとのことでした。事務局としては、■■■■■■

■■■■は現実にそのような場所で営業しているのかを確認し、営業の

実態が確認できなければ、転用が確実とは言えないと考えまして、藤沢

市亀井野にある■■■■■■■■■■の事務所を訪問いたしました。現

地の状態としては、フェンスや門扉は設置されておらず、中古車と思わ

れる車両が置いてあり、また、プレハブの事務所が設置され、ポストに

は■■■■■■■■■■という表記がございました。 

 以上から、営業の実態はあり、転用が不確実とは言えないと判断いた

しました。 
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 以上、転用が不確実とされる要因は確認できず、周囲の土地への被害

防除策も図られていることから、転用やむなしと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  現地調査班長の意見をお伺いいたします。20番委員。 

【20番委員】  申請地の状態は、よくはないんですけれども、手を加えれば畑として作

付可能だと思っています。周辺に農地はありませんが、周囲をコンクリ

ートブロック１段で囲い、土留めをするので、土砂の流出は防げると思

います。排水は全面砂利敷きで敷地内浸透を行いますので、このことか

ら特に問題ないと思います。 

 以上です。 

【議  長】  質疑のある方。 

【13番委員】  ちょっと教えていただきたいんですが、今、事務局が、県とかいろいろ

なところに問い合わせて、転用やむなしと考えているということで、そ

れはそれなんですけれども、要するに日本国籍がない人が日本の土地を

買えるのか。今回は会社で買うということなんですが、日本国籍のない

個人は買えるのかなと。それは目的がいろいろあるから、ケース・バ

イ・ケースだと思うんですけれども、今回の件は、説明があったよう

に、いろいろな面から判断して、許可やむを得ずということはわかるん

ですけれども、差し支えない程度に、それができるのかなということを

教えていただきたいと思います。 

【主  査】  外国籍の方が土地を取得するということ自体については、特にそれを制

限できるものではございませんので、それはやむを得ないのかなという

ところでございます。今回、取得するのは、あくまでも外国人の代表者

の方個人ではなくて、株式会社■■■■■■■■■■として取得するも

のでございます。この会社については、日本の法律にのっとりまして法

人の登記がされているということは、登記簿謄本等で確認をとっており

ますので、登記簿謄本の内容と定款の写し、そちらも事務局のほうで確

認しておりまして、今回の法人については、きちんと実態のある会社な

のではないかという判断をしたところでございます。 

 以上でございます。 
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【13番委員】  要するに個人じゃなくて、会社だから買えるということですか。 

【主  査】  個人の場合には、神奈川県からも言われましたように、もう少し審査に

ついては厳しいものといいますか、本当にその個人がこういう事業を行

うものなのかどうかというところは見なければいけないのかなというの

は考えております。今回は株式会社が設立できて、目的もちゃんと中古

車販売ということで設立しておりますので、その辺についてはクリアで

きているものと考えております。 

 以上でございます。 

【13番委員】  それならいいんですけれども、外国の方が会社を運営する場合、土地に

ついては買うんじゃなくて、地主さんが賃貸などということで、貸し

て、そこを会社が使うということをよく聞いているんです。その場合、

持ち主は変わらないんですけれども、今回の場合、所有権の移転という

ことですから、その辺、自分なりに考えると、会社として買えば、ま

た、Ａ会社からＢ会社に移ることもあるのかなとか、そういうようなこ

とがあるから、参考のために教えていただきました。 

【４番委員】  事務局のほうに確認したいんですけれども、ここは畑が１３１平米しか

ないですけれども、図だと駐車場は３００平米近くあるんだけど、この

点、説明してくれますか。 

【主  査】  今回、農地転用として上がっているのは、おっしゃるとおり、１３１平

米なんですけれども、今回の車両置き場の計画自体は、農地転用で上が

っている■■■■■■という畑の筆と、それから、それに隣接している

山林の筆で一体として計画されておりまして、資料６－２、６－３で示

しておりますのは、この畑のみではなくて、隣の山林も含めた全体の計

画が示されております。畑の部分はどこかといいますと、ちょっと見づ

らいのですけれども、資料６－２で言いますと、実線の黒い線があるか

と思うんですが、ここまでが畑の筆になっております。東側の広い部

分、こちらについては山林の土地になっていまして、農地法の制限とい

うのはかからない関係で、今回、申請地には上がっておりません。た

だ、一体的に利用するということで、こちらの土地がきちんと使えるの

かというところについては、地主と、それから、■■■■■■■■■■
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との間で使用貸借契約を締結しているということを確認しておりますの

で、一体利用には問題がないというふうに考えております。 

 以上でございます。 

【４番委員】  もう１点、山林のほうについては隣接しているところに、市道か何かあ

るんですか。 

【主  査】  隣接地については、特に市道等は隣接していない状況です。県道とは接

しているんですけれども、綾瀬市との境の県道がこの山林の筆に接して

おりまして、資料６－２で言いますと、当該土地の東側が綾瀬市との境

の県道になります。この南側に道のようなものが見えると思うんです

が、こちらは道路なんですけれども、個人所有でございますので、私道

ということになります。なので、出入りは県道のほうからするという確

認をしております。 

 以上です。 

【４番委員】  ざっと計算しても、面積がやっぱり違うんだよね。１００というのはこ

っちの角のほうだけですね。 

【主  査】  そうです。 

【４番委員】  ちょっとわかりにくかったので。はい、わかりました。 

【議  長】  ほかにございませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号１について、採決を

させていただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、承認とさせていただきます。 

 続きまして、受付番号２について、事務局から提案説明をお願いいた

します。 

【主  査】  受付番号２、申請地は、上郷字■■■■■■■、登記簿地目、畑、■■

■平米のうち■■■■■■平米、ほか３筆、議案書のとおりで、合計、
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■■■■■■■■平米です。現況は、市街化調整区域の田畑です。転用

者は、東京都千代田区大手町■■■■■■■、■■■■■■■■■■■

■■、代表取締役■■■■、譲渡人は、横浜市泉区中田東■■■■■■

■■■■■■、■■■■、転用の目的は、給油所、権利の種類は、賃借

権の設定です。現地の案内図は、資料７－１をご覧ください。資料は、

案内図のほかに、現地の写真、土地利用計画図、造成計画の平面図及び

断面図、給排水設備計画図、歩道切り下げ平面、立面図及び断面図、擁

壁検討図、事務所棟の平面図及び立面図をお配りしております。 

 以上でございます。 

【議  長】  地区委員の意見をお伺いいたします。２番委員。 

【２番委員】  この地区は、資料７で見ると、県道５１号町田厚木線、それから、市道

１４号線、市道５９号線の３道路に挟まれた三角の土地であります。こ

の全てが■■さんの土地です。この件につきましては、昨年度、■■■

さんが亡くなりまして、その■■■■という方は、■■さんの娘さんの

婿さんということで、住所が横浜市泉区ということで、農業経験はあり

ませんので、相続の農地ということです。後ほど出てきますが、事務局

の説明があるとおり、南側の部分、全てが申請にかかる農地ではなく

て、一部残るんですが、その件につきまして、私も心配な面がありまし

たので、農業をやらない方なので、管理的にどうなのかということに関

しては、将来的な転用が定まるまでは農地として管理するという約束が

できております。あと、ガソリンスタンドということですが、市・県へ

の申請書類が色々ありますが、公害問題等の関連からも、しっかりとし

た設計ができていると思います。 

 あと、農業委員としては、用水の関係が気になりますが、１４号線の

ほうの道路の側道に１本、用水のＵ字溝があります。それから、県道の

５１号線の脇に西部排水路という農業用水のメインの用水路がありま

す。それから、その間に市の道路が、田んぼと用水路の間にあるんです

が、そこには以前、用水管ということで、塩ビ管の３００ミリの配管で

下流のほうに流れていくものもあります。後ほど説明があると思います

が、進入路等もできていますので、その辺の用水に対する防御関係、そ
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れから、残る農地についても、これは、本人の所有物でありますが、そ

の辺の管理等、要望に沿うような形でできております。また、市道１４

号線というのは、現行は下門線という県道に変更されて、拡幅工事によ

り、隙間のあいている部分が県道になるということで、セットバックし

ている形で、将来的にはそこが道路になる、市道から今度は県道になる

ような形になります。ということで、用水、それから、残る農地に関し

ても、ある程度心配ないと考えられます。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  査】  石油製品の精製、販売業を営む■■■■■■■■■■■■■■が、セル

フ方式のガソリンスタンドを建設するために農地転用したいという申請

です。理由書によると、海老名駅前の大型商業施設や圏央道海老名イン

ターチェンジから近く、多くの交通量が期待でき、周辺に給油所がない

ことから、申請地付近で候補地を探していたとのことです。また、近年

はセルフ式が主流で、高齢ドライバーの増加もあり、広く使いやすい施

設が求められていることから、2,000平米以上の敷地面積で、車両の整備

や洗車等のサービスが実施できるスペースも確保できる土地を探してい

たとのことですが、これらの条件を満たす候補地が限定され、申請地付

近の市街化区域内では見つけることができなかったとのことです。市街

化調整区域にも対象を広げて候補地を探したところ、当該申請地の土地

所有者との合意が得られたため、申請に至ったそうです。 

 資料７－１をご覧ください。農地の立地基準は、第１種農地です。こ

れは、おおむね１０ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある

ことから判断できます。第１種農地は、農地転用が原則不許可となる立

地区分ですが、今回は不許可の例外に該当することから、申請を受け付

けております。 

 この不許可の例外についてご説明をいたします。第１種農地でも特別

な立地条件を必要とする事業であれば、例外として取り扱う旨が、農地

法施行令第４条第１項第２号、アというところに記載されておりまし

て、具体的には、給油所であって、一般国道または都道府県道の沿道の

区域に設置されるものという規定でございます。今回の計画は、県道の



19

沿道区域に設置される給油所でございますので、不許可の例外として取

り扱うことができます。 

 続きまして、資料７－３の土地利用計画図をご覧ください。図は、左

下が北を指しております。申請地を最大で1.5メートルほど盛土、場所に

より一部切土して、転圧し、舗装して、セルフ式のガソリンスタンドを

建設する計画です。敷地内はコンクリート舗装となりますが、一部アス

ファルト舗装の通路及び植栽を設ける計画となっております。また、事

務所棟などを建築する計画であり、建築面積は、合計、■■■■■■平

米となります。申請地の北が、道路を挟んで砂利敷きの駐車場、西が、

水路を挟んで県道、東が、田畑、水路を挟んで道路、南が、田と隣接し

ておりまして、東側を除いてＲＣ擁壁、またはコンクリートブロック３

段で土留めを行い、場所により、高さ1.2メートルのメッシュフェンスま

たは防火塀で囲います。防火塀については、消防法の規定により、設置

が義務づけられておりまして、土間からの高さが２メートル以上となる

ように計画されています。なお、東側は申請地の残地で、現況は農地で

すが、県道の拡幅のため、道路用地となる予定であり、本件転用工事と

同時期に神奈川県の施工でアスファルト舗装を行うとのことです。車両

の出入りは、西側、東側、両方から行い、西側の車両が出入りする部分

は、既存の水路をボックスカルバートへ付け替えるという計画でござい

ます。また、東側は県道が拡幅する部分を通って車両が出入りする計画

であり、水路を横断するため、既存のＵ字溝を付け替える予定ですが、

今回の申請地内ではないため、神奈川県の道路拡幅工事の中で対応する

こととなります。申請者には、市との協議の中で、当該水路についても

機能を損なうことのないよう指導しており、事務局からも改めて指導し

ているところでございます。 

 続きまして、造成計画です。資料７－４をご覧ください。図面の色の

濃い部分が盛土、申請地中ほどの色の薄い部分が切土をあらわしており

まして、場所により、盛土は最大1.5メートルほど、切土は最大４０セン

チほど行う計画です。また、この図面に断面の箇所が表示されており、

ＡからＤまで記載されております。 
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 こちらは資料７－５の断面図に対応しておりますので、資料７－５を

ご覧ください。上側の２つ、ＡとＢが申請地を北東から南西に、下側２

つのＣとＤが申請地を南東から北西に切った断面図でございます。Ａの

左側が北の道路、右側が南の道路の境界になっておりまして、どちらも

擁壁を設置して、土留めとすることがご確認いただけると思います。 

 次に、Ｂの左側が、東の拡幅される県道との境界で、高低差がない計

画となっております。また、Ｂの右側が、南の田との境界で、事務所棟

が建つ部分の断面となりますが、建物から境界までを３０度未満ののり

面で処理することで、境界部の高低差が５０センチほどとなることか

ら、コンクリートブロック３段を設置して土留めとする計画です。 

 下側、Ｃ及びＤの、左側が東の拡幅される県道との境界で、高低差が

ない計画となっております。Ｃの右側は、西の水路との境界で、この部

分は車両の通行には使用しませんので、既存の水路がそのまま生かさ

れ、境界に擁壁を設置して土留めとする計画です。 

 Ｄの右側も同じく西の水路との境界ですが、この部分は車両の出入り

口となりますので、水路部分はボックスカルバートにつけかえる計画と

なっております。これらによって土砂の流出、崩壊等が防がれる計画と

なっております。 

 続きまして、雨水及び汚水の排水計画についてです。資料７－６をご

覧ください。東西の車両出入り口部分に、小さい字で恐縮ですが、小排

水溝という記載がございます。雨水はこの排水溝で受け、申請地内３カ

所に設置される雨水用の油水分離槽、いわゆるオイルトラップで油を分

離し、地下に埋設する雨水浸透貯留施設に流します。この施設は、浸透

という名称がついておりますが、本申請地については粘土質で、もとも

と浸透しづらいこともありまして、実際には遮水シートで施設を覆うた

め、敷地内には浸透せず、オーバーフロー分を西部排水路に流す計画と

なっております。なお、西部排水路に流すことにつきましては、所管の

海老名市下水道課と調整済みでありまして、また、雨水を流す地点の下

流では、農業用水を取水していないことを確認しております。 

 次に、汚水の処理についてですが、洗車機、手洗い洗車場、オイル交
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換等の作業を行うスペースにつきましては、ほかの部分に排水が流れな

いように、溝を切ったり、勾配を取ったりして、確実に汚水排水管に流

れるようにした上で、申請地の南北、２カ所に設置する汚水用の油水分

離槽で油を分離し、公共下水道に接続します。また、事務所棟のトイレ

等の排水も同様に公共下水道に接続する計画となっております。 

 そのほか、資料７－７と７－８は、西側の出入り口部分の歩道切り下

げと水路のつけかえに関する詳細、資料７－９と７－１０は擁壁の詳

細、資料７－１１と７－１２は、事務所棟の建物に関する図面でござい

ますが、これらは参考でお配りさせていただいております。 

 以上、転用が不確実とされる要因は確認できず、隣接する農地、周囲

の土地への被害防除策も図られていることから、転用やむなしと思われ

ます。 

 以上でございます。 

【議  長】  現地調査班長の意見をお伺いいたします。20番委員。 

【20番委員】  申請地の状態は、桑畑等がありまして、農地として管理されていまし

た。周辺をＲＣ擁壁やコンクリートブロック３段積みとして土留めする

ので、土砂の流出は防げると思います。排水は、雨水に関しては、側溝

からオイルトラップを経て西部排水路へ流し、汚水に関しては、オイル

トラップから公共下水道へと流します。このことから、周辺の農地への

営農条件に支障を生じるおそれはないと思いますので、特に問題ないと

思います。 

 以上です。 

【議  長】  質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。ございませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、採決をさせていただきます。 

 受付番号２について、賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、承認とさせていただきます。 



22

 次に、議案書９ページ、日程第３、議案第３号 相続税の納税猶予に

関する適格者証明についてを議題といたします。 

 受付番号１について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  査】  この証明書は、相続税の納税猶予の特例の適用を受けようとするときに

税務署へ提出する書類の１つです。相続人の要件は、相続税の申告期限

までに相続か遺贈により取得した農地等で農業経営を開始し、その後も

農業を継続すると認められる個人であること、被相続人の要件は、死亡

の日まで農業を営んでいた個人であることです。被相続人が高齢や病弱

のため、住所及び生計を一にする親族に経営を移譲していた場合には、

被相続人が死亡の日まで農業を営んでいた個人に該当するものとみなす

ことになっています。 

 議案書９ページをご覧ください。受付番号１、被相続人は、杉久保北

■■■■■■■、■■■■、相続開始年月日は、平成３０年９月２０

日、申請人は、杉久保北■■■■■■■■■、■■■■、特例農地等の

明細ですが、杉久保北■■■■■■■■■、現況地目、畑、台帳地目、

畑、市街化区域外、■■■平米、ほか１０筆、議案書のとおりです。全

て農業振興地域内の畑で、合計、■■■■■■■■平米です。１月１５

日に事務局で現地を確認したところ、農地として適正に管理されており

ました。また、被相続人の■■■■さんは、平成１０年に、老齢のた

め、申請人の■■■■さんに経営移譲しており、死亡の日まで農業を営

んでおりませんでしたが、これは、先ほど申し上げました、被相続人が

老齢や病弱のため、住居及び生計を一にする親族に経営を移譲していた

場合に該当し、被相続人は、死亡の日まで農業を営んでいた個人に該当

するものとみなされます。 

 なお、この場合、被相続人が、相当の期間、農業を営んでいた事実が

あることが要件となりますが、被相続人の■■■■さんは、経営移譲し

た時点で数十年間農業に従事していたことを申請人から確認しており、

相当の期間農業を営んでいたと認められます。 

 以上から、この案件につきまして、特に問題ないと思われます。 

 以上でございます。 
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【議  長】  地区委員の意見をお伺いいたします。11番委員。 

【11番委員】  ■■■■さんは、現在、野菜部会等で、レタスの部会長を務めたり、農

業に従事していることは明らかです。別に問題ないと思われます。 

 以上です。 

【議  長】  質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、採決をさせていただきます。 

 受付番号１について、賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書１０ページ、日程第４、議案第４号 引き続き農業を行

っている旨の証明についてを議題といたします。 

 受付番号１についてですが、■■番委員が、関係人として、農業委員会

に関する法律第３１条の議事参与の制限に該当いたしますので、本案件の

審議終了まで退席をお願いいたします。 

        （■■番委員退席） 

【議  長】  暫時休憩といたします。 

          （休 憩） 

【議  長】  それでは、再開させていただきます。 

 受付番号１について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  それでは、説明させていただきます。 

 この証明は、農地の相続税納税猶予制度を受けている方が、３年ごと

に引き続きこの特例を受けたい旨の継続届出書を税務署へ提出する際に

必要なものでございます。過去３年間において相続税の納税猶予を受け

ている農地を農地として管理してきたかということを農業委員会が証明

するものでございます。 

 議案書の１０ページをご覧ください。受付番号１につきましては、被

相続人は、下今泉■■■■■■■■、■■■■、相続人は、下今泉■■
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■■■■■■、■■■、引き続き農業を行っている期間は、平成２７年

１２月２５日から平成３１年１月２５日までです。特例農地等の明細で

すが、下今泉■■■■■■■■、現況地目、畑、台帳地目、山林、生産

緑地内、■■平米、ほか１筆、議案書のとおり、いずれも生産緑地の畑

で、合計、■■■平米でございます。事務局のほうで現地を１月１５日

に調査しましたが、農地として適正に管理されていましたので、この案

件につきましては特に問題はないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、採決をさせていただきます。 

 受付番号１について、賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、承認とさせていただきます。 

 暫時休憩といたします。 

          （休 憩） 

【議  長】  再開させていただきます。 

 続きまして、議案書１１ページ、受付番号２について、事務局から提

案説明をお願いいたします。 

【主  事】  受付番号２番、被相続人は、杉久保北■■■■■■■、■■■■、相続

人は、杉久保北■■■■■■■、■■■■、引き続き農業を行っている

期間は、平成２８年１月２６日から平成３１年１月２５日までです。特

例農地等の明細ですが、杉久保字■■■■■■、現況地目、田、台帳地

目、田、農業振興地域内、■■■平米、ほか１３筆、議案書のとおりで

ございます。そのうち、１４筆とも農業振興地域内の田で、合計、■■

■■■■■■平米でございます。こちらにつきましても、事務局で１月

１５日に現地調査をしましたが、農地として適正に管理されておりまし

たので、特に問題はないと思われます。 
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 以上でございます。 

【議  長】  質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、採決をさせていただきます。 

 受付番号２について、賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、承認とさせていただきます。 

 続きまして、議案書１２ページ、受付番号３について、事務局から提

案説明をお願いいたします。 

【主  事】  次に、受付番号３番、被相続人は、大谷南■■■■■■■■■、■■■

■、相続人は、同じく大谷南■■■■■■■■■、■■■■■、引き続

き農業を行っている期間は、平成２８年３月２９日から平成３１年１月

２５日までです。特例農地等の明細ですが、大谷北■■■■■■■■

■、現況地目、畑、台帳地目、畑、農業振興地域内、■■平米、ほか８

筆、議案書のとおりでございます。９筆とも農業振興地域内の農地で、

合計、■■■■■平米でございます。こちらにつきましても、事務局で

１月１５日に現地調査をしましたが、農地として適正に管理されており

ました。よって、特に問題ないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、採決をさせていただきます。 

 受付番号３について、賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書１３ページから１５ページまで、日程第５、議案第５号 
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農用地利用集積計画（案）について「貸し借り」を議題といたします。 

 受付番号１から８までの８件について、一括で提案説明をお願いいた

します。 

【主  事】  農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸し借りについて当事者より申

し出がありましたので、農用地利用集積計画（案）を上程します。この

審議を経て、海老名市に対し計画案を送付し、農用地利用集積計画を定

めるよう要請します。海老名市はそれに基づき、農用地利用集積計画を

作成し、その公告があったときに、権利の設定の効果が生じます。海老

名市では、この貸し借りの期間につきまして、便宜上、全ての終期を１

２月末としているところでございます。 

 それでは、議案書１３ページから１５ページにかけて、一括して提案

説明をいたします。 

 まず、受付番号１、借り手は、大谷南■■■■■■■■、■■■■、

貸し手は、東京都新宿区余丁町■■■■■■■■■■、■■■■、及び

東京都品川区上大崎■■■■■■■■■■■■■■、■■■■、貸し借

りをする農地は、大谷南■■■■■■■、現況地目、田、■■■平米、

１筆です。貸し借りの種類は、使用貸借権の設定、利用目的は、水田、

貸し借りの期間は、平成３１年２月１日から平成３４年１２月３１日ま

での４年間です。こちら、農用地区域内の１件の新規の計画となりま

す。 

 続いて、受付番号２、借り手は、本郷■■■■■■、■■■、貸し手

は、社家■■■■■、■■■■■、貸し借りをする農地は、社家字■■

■■■■、現況地目、田、■■■平米、１筆です。貸し借りの種類は、

使用貸借権の設定、利用目的は、水田、貸し借りの期間は、平成３１年

２月１日から平成３３年１２月３１日までの３年間です。こちら、農業

振興地域内、１件の新規の計画となります。 

 続きまして、受付番号３、借り手は、大谷南■■■■■■■、■■■

■、貸し手は、上郷■■■■■■■■■、■■■■、貸し借りをする農

地は、上郷字■■■■■■、現況地目、田、■■■平米、ほか２筆で

す。貸し借りの種類は、使用貸借権の設定、利用目的は、水田、貸し借
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りの期間は、平成３１年２月１日から平成３３年１２月３１日までの３

年間になります。こちら、農業振興地域内、３件の新規の計画です。 

 次のページに移りまして、受付番号４番、借り手は、河原口■■■■

■■■■、■■■■、貸し手は、上郷■■■■■■■■■、■■■、貸

し借りをする農地は、上郷字■■■■■■、現況地目、田、■■■平

米、１筆となります。貸し借りの種類は、使用貸借権の設定、利用目的

は、水田、貸し借りの期間は、平成３１年２月１日から平成３３年１２

月３１日までの３年間となります。こちら、農業振興地域内、１件の新

規の計画となります。 

 続きまして、受付番号５、借り手は、大谷南■■■■■■■■、■■

■■、貸し手は、座間市東原■■■■■■■、■■■■、貸し借りをす

る農地は、上今泉字■■■■■■■、現況地目、田、■■■平米、１筆

です。貸し借りの種類は、使用貸借権の設定、利用目的は、水田、貸し

借りの期間は、平成３１年２月１日から平成３５年１２月３１日までの

５年間となります。農業振興地域内の新規の計画となります。 

 続きまして、受付番号６、借り手は、大谷南■■■■■■■■、■■

■■、貸し手は、望地■■■■■■■、■■■■、貸し借りをする農地

は、望地■■■■■■、現況地目、田、■■■■■平米、１筆です。貸

し借りの種類は、使用貸借権の設定、利用目的は、水田、貸し借りの期

間は、平成３１年２月１日から平成３２年１２月３１日までの２年間の

期間となります。こちら、農業振興地域内、１件の新規の計画です。 

 続きまして、受付番号７、借り手は、大谷南■■■■■■■■、■■

■■、貸し手は、国分北■■■■■■■■、■■■■■、貸し借りをす

る農地は、中新田■■■■■■■、現況地目、田、■■■平米、１筆で

す。貸し借りの種類は、使用貸借権の設定、利用目的は、水田、貸し借

りの期間は、平成３１年２月１日から平成３３年１２月３１日までの３

年間の期間です。こちら、農業振興地域内、１件の新規の計画となりま

す。 

 最後に、受付番号８、借り手は、大谷南■■■■■■■■、■■■

■、貸し手は、国分北■■■■■■■■、■■■■、貸し借りをする農
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地は、河原口■■■■■■■、現況地目、田、■■■平米、１筆です。

貸し借りの種類は、使用貸借権の設定、利用目的は、水田、貸し借りの

期間は、平成３１年２月１日から平成３３年１２月３１日までの３年間

です。こちら、農業振興地域内、１件の新規の計画になります 

 以上の案件につきまして、１月１５日に事務局で現地確認をしたとこ

ろ、現地は農地として管理されておりました。また、借り手はいずれも

農家で、農用地集積計画の法定要件が定められている農業経営基盤強化

促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、特に問題ないと思われ

ます。 

 以上になります。 

【議  長】  事務局から提案説明を受けました。質疑のほうも一括して１から８まで

の８件について受け付けます。質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方、ございますか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号１から８までの８件

について、一括で採決をさせていただきたいと思います。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書１６ページ、日程第６、議案第６号 農地法第１８条第

６項の規定による通知についてを議題といたします。 

 受付番号１について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  それでは、議案書の１６ページをご覧ください。農地法第１８条第６項

の規定に基づき、農地の賃貸借の当事者について合意解約が行われた旨

の通知がありましたので、報告いたします。 

 受付番号１、届け出地は、大谷字■■■■■■■■、現況地目、田、

台帳地目、田、■■■平米、ほか１筆、議案書のとおりでございます。

賃貸人は、静岡県静岡市葵区大岩本町■■■■■■、■■■■、賃借人

は、大谷南■■■■■■■■■、■■■■、農業経営基盤強化促進法第
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１８条の農用地利用集積計画作成による賃貸借の合意解約になります。

合意により解約する日は、平成３０年１２月２０日、土地の引渡し日に

つきましては、平成３０年１２月３１日になっております。なお、こち

らにつきまして、事務局で１月１５日に現地確認を行いましたが、農地

として管理されているということを確認いたしました。こちらにつきま

しては特に問題ないものと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号１について、採決を

させていただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書１７ページ、６．そのほか、法に基づく許認可等の審議

によらない案件を案件といたします。 

 （１）非農地証明書の証明願いによる専決処分についてを案件といた

します。 

 受付番号１について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  査】  農地法は現況主義をとっておりますが、登記簿上の地目が農地でありな

がら、現況は農地以外のものになっており、現況が農地法に規定する農

地に該当しないと認められる土地については、農業委員会が農地法に定

める農地ではないという証明をすることができることになっています。

この証明が非農地証明です。非農地の定義は、農地に復元することが著

しく困難であること、転用後の年数が基本的に１０年以上であること、

現在、農地であったとして、転用許可を受けることのできる立地や目的

などの条件であること、周辺の農地の営農条件に支障を生じていないこ

となどの要件がありまして、全ての要件にかなう場合にのみ証明を出す
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ことができます。 

 議案書１７ページをご覧ください。受付番号１、申請地は、本郷字■

■■■■■■■■、登記簿地目、畑、■■■平米です。申請者は、本郷

■■■■■■■■、■■■■、現在の状況ですが、建物の敷地として使

用されていました。案内図及び現地の写真は、資料８にございますの

で、ご覧ください。 

 土地の経過ですが、申請者が相続を受けた平成５年には、申請地南側

の隣接地に建てられた住宅の敷地の一部として既に使用されており、そ

の後も住宅の敷地として使用され続け、現在に至っているとのことで

す。なお、住宅は、昭和４５年に新築されたとのことです。当該申請地

は、農地転用の許可を受けた経緯はありません。１月１１日に農地小委

員会の17番委員、12番委員、９番委員と事務局職員とで現地確認調査へ

行き、現況は住宅の敷地として利用されていることを確認しました。ま

た、海老名市資産税課が撮影した航空写真を確認し、転用後の経過年数

が１０年以上であることを客観的な資料でも確認しております。その他

の要件も満たしていることを確認し、それらの状況から、当該地は非農

地に該当すると判断し、非農地であることを証明しました。 

 以上、報告になります。 

【議  長】  農地小委員会の意見をお伺いいたします。17番委員。 

【17番委員】  １月１１日に現地を見に行きましたけれども、特に問題はありません。

現状維持でいいんじゃないですか。 

【議  長】  質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑もないようでございますので、受付番号１について、了承とさせて

いただきたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしということですので、了承とさせていただきます。 

 次に、議案書１８ページ、（２）農地の一時使用について（報告）を案

件といたします。 

 受付番号５について、事務局から提案説明をお願いいたします。 
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【主  査】  県や市が実施する公共工事に伴う資材置き場や工事ヤードのための農地

の一時使用につきましては、所有者、使用者、事業者の３者から連名で

申請をしてもらうことにより、農地転用許可不要案件として処理してお

ります。農業委員会では、農地を使用することがやむを得ないものであ

るかどうか、周辺の農地の営農条件に支障を生じるおそれがないかなど

を確認いたします。原則としては、農業委員会での確認後から現地を使

用していただくようにしておりますが、本件については既に資材の仮置

き場として使用しておりますので、報告させていただきます。 

 受付番号５、申請地は、中河内字■■■■■■■、現況地目、畑、台

帳地目、畑、■■■平米のうち■■■平米です。所有者は、中河内■■

■■■■、■■■■、使用者は、河原口■■■■■■■■、■■■■■

■■■、代表取締役■■■■、事業主は、上郷■■■■■、■■■■■

■■■■■■■■■■、所長■■■、工事名は、企海２１号海老名市杉

久保南１丁目４番付近配水管改良工事、目的は、資材の仮置き場として

です。使用期間は、平成３０年１２月２７日から平成３１年２月２８日

までです。この農地での一時使用について、申請時期と工期の関係か

ら、本総会での確認後では、工事の進捗に影響が出るため、会長及び地

区担当委員に事前にご確認いただいた上で問題ないものと判断し、専決

処分で受理したことを報告いたします。 

 資料は、資料９－１に案内図と現地の写真、資料９－２に土地利用計

画図、被害防除図をお配りしております。 

 以上でございます。 

【議  長】  地区委員の意見をお伺いいたします。９番委員。 

【９番委員】  企業庁の配水管工事のための一時使用ということでございます。使用期

限もありますので、特に問題ないと思います。 

 以上でございます。 

【議  長】  質疑のある方。いらっしゃいませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑もないようでございますので、受付番号５について、了承とさせて

いただきたいと思いますが、ご異議ございませんか。 
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       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしということですので、了承とさせていただきます。 

 次に、議案書１９ページ、（３）生産緑地の斡旋についてを案件といた

します。 

 生産緑地番号１８について、事務局から提案説明をお願いいたしま

す。 

【主  事】  生産緑地の買い取り申し出に対し、市長は、買い取らない場合、当該生

産緑地において、農林漁業に従事することを希望する者がこれを取得で

きるようにあっせんすることに努めなければならないとされています。

農業委員会へこのあっせんの協力依頼が来ております。 

 生産緑地番号１８、所在は、柏ケ谷■■■■■■■■、現況地目、

畑、台帳地目、畑、■■■平米のうち■■■平米、議案書のとおりでご

ざいます。案内図及び現地の写真につきましては、別紙、資料１０をご

覧ください。この農地につきまして、平成３０年第１１回定例総会にお

きまして、土地所有者の死亡という事由により、生産緑地の主たる従事

者についての証明願が提出され、証明の決定がされました。平成３０年

１１月２９日付で、市に対して、現在の土地の所有者より、この生産緑

地の買い取りの申し出がされましたが、市では、買い取らないことが決

定されました。その後、市から農業委員会に対してあっせんの協力依頼

が来ております。あっせんにつきましては、まず、ご自身でお考えいた

だき、また、周囲、地区の方に情報提供していただきまして、希望され

る方がいらっしゃいましたら、議案書にございますとおり、平成３１年

２月１４日、木曜日までに事務局へご連絡くださるようにお願いいたし

ます。その結果を２月１５日、金曜日に、海老名市の都市計画課へ事務

局のほうから報告させていただきます。 

 以上でございます。 

【議  長】  質疑はございますか。質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑もないようでございますので、生産緑地番号１８について、了承と

させていただきたいと思いますが、ご異議ございませんか。 
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       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしということですので、了承とさせていただきます。 

 次に、議案書２０、２１ページの（４）農地転用届出による専決処分

についてを案件といたします。 

 農地法第４条の受付番号３７、３８の２件と、農地法第５条の受付番

号７９から８１までの３件について、一括して事務局から説明をお願い

いたします。 

【主  事】  農地を転用する場合、転用目的で権利を設定、移転する場合には、原則

として県知事の許可を受けなければならない旨、規定されております

が、市街化区域内の農地をあらかじめ農業委員会に届け出て転用する場

合には、許可を要しないこととなっております。それを定めているのが

農地法第４条第１項第７号と、農地法第５条第１項第６号です。 

 議案書の２０ページ、２１ページをご覧ください。まず、農地法第４

条第１項第７号の規定による届出が２０ページのほうに記載されており

ます。届出期間につきましては、平成３０年１２月１日から１２月３１

日までの間に届出がされたものになります。受付番号３７から３８まで

の２件、田、ゼロ平米、畑、655.90平米、合計、655.90平米になりま

す。 

 続きまして、議案書の２１ページをご覧ください。農地法第５条第１

項第６号の規定による届出になります。届出期間につきましては、同じ

く平成３０年１２月１日から１２月３１日までの間に届出がされたもの

です。受付番号７９から８１までの３件で、田、1,399平米、畑、5,034

平米、合計、6,433平米です。以上、これらにつきまして、専決処分で受

理したことを報告いたします。 

 以上でございます。 

【議  長】  質疑のほうは一括でお願いしたいと思いますが、質疑のある方。いらっ

しゃいませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑もないようでございますので、農地法第４条の受付番号３７、３８

の２件、農地法第５条の受付番号７９から８１までの３件について、一



34

括して了承とさせていただきたいと思いますが、ご異議ございません

か。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしということですので、了承とさせていただきます。 

 次に、７．その他について、委員の皆様から何かございますか。 

【13番委員】  今、議題に上った農用地利用集積計画（案）について、名前を出すのは

失礼ですけれども、借り手の面積が非常に多い方がおられるのですが、

視察のときに、新潟のほうとか、そういうところへ行くと、１区画が３

０アールとか５０アールというような、１つの管理面積が多いんですけ

れども、海老名市内においてはほとんど１０アールだったりということ

で、農作物というのは、適期があるわけですけれども、海老名管内で、

普通による、耕作可能面積というのを、今日、当然答えは出ないと思う

んですが、参考に教えていただきたいと思います。ある人は、米はこの

ぐらいに刈らなくちゃだめだよという意見を持っている一方で、正月ま

でに稲を刈ればいいという人もいる。それはけちをつけることではない

のですけれども、ある程度時期があると思うんですよ。そんなこともあ

って、参考ということで結構ですけれども、１人どのぐらいの作付がで

きる、また、どのくらいの面積を耕作できるのかなということで、そう

いう資料があったら教えていただきたい。今日はないと思いますけれど

も、そういうことがわかるのならば、教えていただければと思います。 

【事務局長】  お答えになるかどうかわかりませんけれども、農政課のほうで試験的に

２、３年前からだと思うのですけれども、畔をとって、２枚を１枚にす

るような、そういうことをされる方の希望をとって、畔をとる補助金を

出して、何カ所かは試験的にやっているということは聞いております。

それを積極的に推進するかは、田んぼを広くすると水の流れの関係だっ

たり、高低差だったり、検討事項がいくつかありますが、今、そういう

試験的なことをしている箇所があるということは承知しております。 

 １人あたりの耕作可能面積については、また時間をいただければと思

います。 

【議  長】  13番委員、よろしいですか。 
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【13番委員】  これについては、わかれば参考に聞かせていただきたいということで

す。これはあくまで要望でございます。 

【議  長】  農業委員会というよりは、農政の分野ですので。 

【13番委員】  農業委員会の事務局が対応窓口なのかはわかりませんが、わかれば参考

に教えていただきたいということでございます。 

 以上です。 

【議  長】  農政だけではなくて、県農業会議のほうにも問い合わせしてみては。海

老名だけでは資料が出てこないかと。 

【事務局長】  それでは、農政課等と、あと、県の農業会議等もちょっと確認して、資

料があれば、またお示ししたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

【13番委員】  お願いいたします。 

【議  長】  極力、任期中に。 

【13番委員】  資料でもいただければ、こういうものかなということで。 

【議  長】  努力目標として、任期中に。 

 ほかにございますか。ございませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  事務局から何かありますか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、ほかにないようでございますので、２番委員から閉会の挨拶

をお願いいたします。 

【２番委員】  今日の議題の中で、５条ですか、特に今までこういう議題はなかったん

ですが、外国の方の土地購入関係、それから、沿道サービスの転用です

ね、これについて、これから今後、海老名市の農業委員会にこういう議

案が大分入ってくると思うので、なかなか難しい部分もあると思います

が、皆さん、今回も慎重に審議していただいたんですが、今後も、事務

局と一緒に、委員のほうでもこういう問題について勉強していければと

思います。 

 本日は、長い審議、ご苦労さまでした。ありがとうございました。 

（終了 午後３時００分） 


